
○御前崎市地域特産物商品開発事業補助金交付要綱

平成２０年４月１日告示第２９号

改正

平成２５年３月１日告示第２０号

御前崎市地域特産物商品開発事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　この告示は、御前崎市の産業振興及び観光振興を図るため、御前崎市補助金交付

規則（平成１６年御前崎市規則第３７号）及びこの告示に基づき、御前崎市の特産品と

して調査、研究、開発及び販売事業に対して、市が予算の範囲内において補助金を交付

するに当たり必要な事項を定めるものである。

（定義）

第２条　この告示において「特産品」とは、御前崎市内において生産される農畜産物又は

水揚げされる水産物等を用いて製造された加工品であって、本市の魅力の発信につなが

ると市長が認めるものをいう。

（補助の対象）

第３条　補助金交付の対象は、特産品の製造又は販売に取り組む法人又は個人で、市内に

代表者及び個人が在住又は事務所を有するものとする。

（補助の対象事業）

第４条　補助の対象事業は、前条の対象者が実施する事業で、次の要件を満たす事業とす

る。

(1)　特産品の調査、研究及び開発を行うこと。

(2)　特産品を複数年度にわたり製造及び販売すること。

(3)　特産品についてホームページ、ＳＮＳ、広告等により広報活動を行うこと。

(4)　当該年度内に商品の販売開始まで行い、事業が完了すること。

(5)　この補助金に係る経費対象について、重複して他の補助金等の交付を受けていな

いこと。

（補助対象経費及び補助額）

第５条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとす

る。



２　補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（その額に１，０００円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、１件当たり２０万円を上限とする。

（補助金の申請）

第６条　補助金を受けようとする法人又は個人事業主は、御前崎市地域特産物商品開発事

業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類等を添付して、事業着手前までに

市長に申請しなければならない。

(1)　事業計画書（様式第２号）

(2)　収支予算書（様式第３号）

(3)　補助対象経費に係る見積書の写し

(4)　その他市長が必要と認めるもの

（補助金交付の決定）

第７条　市長は、補助金交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、御前崎市地域特産物商品開発事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により申

請者に通知するものとする。

（変更承認申請）

第８条　補助金交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あら

かじめ市長の承認を受けなければならない。

(1)　補助額の対象となる事業費の増額又は２０パーセント以上の減額の変更が生じた

場合

(2)　事業の期間内にその遂行が困難になった場合

(3)　事業を中止又は廃止する場合

２　前項の変更の承認を受けようとする場合は、御前崎市地域特産物商品開発事業計画変

更承認申請書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなけ

ればならない。

(1)　変更事業計画書（様式第２号）

(2)　変更収支予算書（様式第３号）

(3)　その他市長が必要と認めるもの

（変更の承認）

第９条　市長は、変更承認申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、御前崎市地域特産物商品開発事業補助金変更承認書（様式第６号）により申請



者に通知するものとする。

（実績報告）

第１０条　補助金交付の決定を受けた者は、事業が完了した場合、事業完了の日から起算

して３０日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の４月１０日

のいずれか早い日までに、御前崎市地域特産物商品開発事業実績報告書（様式第７号）

に次に掲げる書類等を添付して、市長に報告しなければならない。

(1)　事業実績書（様式第２号）

(2)　収支決算書（様式第３号）

(3)　補助対象経費に係る領収書の写し

(4)　その他市長が必要と認めるもの

（補助金交付の確定）

第１１条　市長は、実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、御前崎市地

域特産物商品開発事業補助金交付確定通知書（様式第８号）により申請者に通知するも

のとする。

（補助金の請求）

第１２条　前条の規定による交付確定通知書を受領した者は、当該通知書を受領した日か

ら起算して１０日を経過した日までに御前崎市地域特産物商品開発事業補助金請求書

（様式第９号）を市長に提出しなければならない。

（概算払）

第１３条　市長は、補助金事業の目的を達成するために特に必要であると認めた場合、概

算払することができる。

（概算払の請求）

第１４条　概算払を請求する場合は、概算払請求書（様式第９号）を提出するものとす

る。

（補助金の返還）

第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り

消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1)　この告示の規定に違反したとき。

(2)　偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認めたとき。

（その他）



第１６条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

別表（第５条関係）

補助対象経費 内容 備考

報償費 専門知識を有する者の指導等を受け

るための経費

旅費 （１）情報収集又は各種調査を行う

ための会議等に参加するための経費

（宿泊費、交通費等）

（２）開発した特産品をＰＲするた

めのイベント等に参加するための経

費（宿泊費、交通費等）

消耗品費 事務用品、図書等の購入に係る経費 土産、飲食、娯楽又は接待に

関するものは、補助の対象と

しない。

印刷製本費 チラシ、ポスター、パンフレット、

写真等の印刷、コピー等に係る経費

通信運搬費 郵便料、宅配便代等の経費 電話、ＦＡＸ、インターネッ

ト等の通信料は、補助の対象

としない。

広告料 新聞、雑誌等での宣伝に係る経費

手数料 商標登録、品質検査等に係る手数料

委託料 パッケージ、ラベル等のデザイン製 第三者への再委託は、補助の

作料等、専門的な各種事務又は事業 対象としない。

の委託に係る経費 試作品を製作するために必要

な経費に限る。

使用料及び賃借料 （１）機械器具等の賃借に係る経費 不動産（土地及び建物）に関

（２）会議室、会場等の使用料 する賃借料は、補助の対象と

しない。



原材料費 主要原料、材料等の購入に係る経費 試作品を製作するために必要

な経費に限る。

備品購入費 試作品の製作及び生産に必要な備品

に係る経費

その他経費 その他市長が特に必要と認める経費



様式第１号（第６条関係）



様式第２号（第６条、第８条、第１０条関係）



様式第３号（第６条、第８条、第１０条関係）





様式第４号（第７条関係）



様式第５号（第８条関係）



様式第６号（第９条関係）



様式第７号（第１０条関係）



様式第８号（第１１条関係）



様式第９号（第１２条、第１４条関係）
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